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I. 目的 

A. 患者が受けることのできる財政支援の形式を定義する。 

B. 各財政支援形式の受給資格を説明する。 

C. 患者が従う必要のある財政支援申請手続きを確立する。 

D. 病院が従う財政支援の申請審査プロセスを確立する。 

E. 財政支援の判定に対して異議が提起された場合の審査手段を提供する。 

F. 財政支援の特定、分類および報告を補助する事務並びに会計ガイドラインを提供する。 

G. 患者が行うサービスに対する自己負担金額の見積もり要請手続き、および病院が患者に対して行う当

該見積もりの提供プロセスを確立する。 

II. 定義 

A. 財政支援：財政支援とは、全額慈善医療（Full Charity Care）、部分慈善医療（Partial Charity Care）、

高額医療慈善医療（High Medical Cost Charity Care）、さらに特別事情慈善医療（Special 

Circumstances Charity Care）を指します。患者への財政支援を判定するガイドラインは本規程に定め

られています。 

B. 保険未加入患者：保険未加入患者とは、民間保険やその他の保険、公的医療保険プログラムや第三者

賠償責任を含むがそれに限らない、医療費の支払い源を一切持たない、または入院前に当該保険の給

付限度に達してしまっている患者を指します。 

C. 保険加入患者：保険加入患者とは、医療費の一部を負担する第三者支払い源のある患者を指します。 

D. 対象サービス：全額慈善医療、部分慈善医療、高額医療慈善医療、および特別事情慈善医療の対象

サービスはコミュニティ・メディカル・センター（CMC）が提供する緊急医療その他必要医療となります。本

規程では、美容目的、選定治療、および実験的治療で受けた物品およびサービスは財政支援の対象外

となります。 

E. 全額慈善医療（Full Charity Care）：全額慈善医療は、CMCで提供した対象サービスの減額前請求額

の全額を免除します。全額慈善医療の受給資格は次のとおりです。 

1. 世帯所得が最新の連邦貧困水準（FPL）の 350%以下である。かつ、 



2. 上記に定義した保険未加入者である。 

F. 部分慈善医療（Partial Charity Care）：部分慈善医療は、CMCで提供した対象サービスの減額前請

求額の一部を免除します。受給資格は次のとおりです。 

1. 世帯所得が FPLの 351～400%である。 

2. 上記に定義した保険未加入者である。 

3. かつ、CFOまたはその被指名人が減額を適用するべきであると判定した。 

4. CMCは、入院中サービスに対する支払い予定額の上限を、提供した対象サービスについては

メディケア入院診断科目（「DRG」）の額（もしくは CMCが参加している公的プログラムが誠意を

持って CMCに支払う予定額の最高率）、またはメディケア DRGが設定されていないサービス

については、サービスに対する請求額がすでに減額されていないことを条件として、適切な減額

分とする。 

5. 外来サービスについて、CMCは、支払い予定額の上限をメディケア料金表の額、またはメディ

ケア料金表率が設定されていない場合は、CMCの減額前請求額に CMCのメディケアの外来

サービス報酬基準原価率を乗じた額に設定する。 

G. 特別事情慈善医療（Special Circumstances Charity Care）：特別事情慈善医療では、CMCの最高

財務責任者またはその被指定人の承認をもって、財政支援基準を満たさない保険未加入患者、または

特定の病院の手続きを取ることができない患者が、対象サービスに対する病院の減額前請求額の全額

もしくは一部免除を受けることができます。病院は、患者が通常の財政支援基準を満たさなかった理由

を含め、この決定を文書化することが義務付けられています。特別事情慈善医療の受給の対象となる事

情は以下のような場合です。 

1. 破産：破産しているまたは最近破産手続きを完了した患者。 

2. ホームレス患者：救急患者で、無職、住所不定、住居不定、または保険未加入で支払い源のな

い患者。 

3. 死亡患者：保険未加入で、財産、第三者賠償保険のない死亡患者。 

4. メディケア対象外サービス：所得が財政支援基準を満たすメディケア患者は入院の拒否、拒否

された治療日数、および対象外サービスについて財政支援を申請することができます。患者は

メディケア負担額について財政支援を受けることはできません。 

5. Medi-Cal対象外サービス：所得が財政支援基準を満たす Medi-Cal患者は拒否された入院と

治療日数、対象外サービスについて財政支援を申請することができます。患者は Medi-Cal負

担額について財政支援を受けることはできません。Medi-Calなどのプログラムの受給資格が

あるにもかかわらず、医療サービスを受けた期間中にその受給資格が認められていない場合

は、財政支援を申請することができます。 

H. 保険加入者対象の高額医療慈善医療（「高額医療慈善医療（High Medical Cost Charity Care）」）：

高額医療慈善医療は、対象サービスの自己負担額を免除します。この減額措置を受けられる患者は以

下の基準を満たす必要があります。 

1. 保険に加入している。 

2. 世帯所得が FPLの 350%未満である。かつ、 

3. 患者または患者世帯の（CMCで発生または過去 12カ月以内に他の医療サービス提供者に支

払われた）対象サービスの医療費が、患者の世帯所得の 10%を上回っている。 

I. 救急救命医師：救急救命医とは、病院で救急医療サービスを提供する医師のことです。 

J. 連邦貧困水準（「FPL」）：アメリカ合衆国保健福祉省（「HHS」）が毎年発行する所得水準の測定基準を

意味し、CMCはこれを財政支援の受給資格の判定に使用します。 

K. 自己負担額：保険加入患者の第三者賠償保険が患者への給付額を決定した後の自己負担額。 

L. 患者の家族：患者の家族は次のように判断されます。 

1. 成人患者：患者が 18歳以上の場合、患者の家族には、同居しているかを問わず配偶者、同棲

相手、21歳未満の扶養子が含まれます。 

2. 未成年患者：患者が 18歳未満の場合、患者の家族には、両親、世話人親戚、（両）親または世

話人親戚の 21歳未満の子供（患者以外）が含まれます。 



M. 不法行為者：不法行為者とは、故意または過失を問わず（民事上の）不法行為を冒す者をいいます。 

III. 規程 

A. CMCは本規程に従い医療費の減額または免除という形式で、受給資格のある次の CMC患者に財

政支援を提供します。 

1. 低所得の保険未加入患者。 

2. 高額医療費負担の低所得の保険加入患者。 

3. 特別な事情がある患者。 

B. CMCは、低所得の保険未加入患者および低所得で保険加入済みであるが高額の医療費を負担しな

ければならない患者に、サービスに対する推定自己負担額と、本規程に基づく財政支援および減額

に関し、法律で義務づけられた情報を提供します。 

C. 本規程は CMCのライセンスを受けた病院施設に適用されます。別途規定されている場合を除き、本

規程は、CMCの請求書に含まれていない医師その他の医療サービス提供者には適用されません。

カリフォルニア州において、病院で救急救命にあたる救急救命医は、FPLが 350%である保険未加

入患者または医療費が高額になる患者への請求額を減額することが義務づけられています。CMC

の救急救命部に呼び出された専門医、または CMCの救急救命部以外で医療行為を行う許可を受け

ている医師は、救急救命医ではありません。 

IV. 手続き 

A. 受給資格 

1. 受給資格基準：CMCは、財政支援申請プロセス中に次の受給資格基準を適用します。 

   

財政支援区分 受給資格基準 適用される減額 

全額慈善医療 

1. 保険未加入患者 

2. 患者の世帯所得が最新

の FPLの 350%以下 

CMCで提供した対象サー

ビスの減額前の請求全額を

免除 

部分慈善医療 

3. 保険未加入患者 

4. 患者の世帯所得が最新

の FPLの 351-400% 

CMCで提供した対象サー

ビスの減額前の請求額の一

部を免除 

入院中サービス：CMCは、

入院中サービスに対する支

払い予定額の上限を、提供

した対象サービスについて

はメディケア入院診断科目

（「DRG」）の額（もしくは

CMCが参加している公的プ

ログラムが誠意を持って

CMCに支払う予定額の最

高率）に、メディケア DRG

が確立されていないサービ

スについては、適切な減額



分に定める。 

外来サービス：CMCは、予

定支払い額の上限をメディ

ケア料金表、またはメディケ

ア料金表率が確立されてい

ない場合は、外来サービス

の CMCのメディケア報酬

基準原価率に定める。 

高額医療慈善医療 

（保険加入患者） 

5. 保険加入患者 

6. 患者の世帯所得が最新

の FPLの 350%以下 

7. 患者または患者家族の

（CMCで発生または過去

12カ月以内に他の医療

サービス提供者に支払わ

れた）医療費が患者の世

帯所得の 10%を上回って

いる 

対象サービスの減額前の自

己負担額全額を免除 

特別事情慈善医療： 

8. 保険未加入または保険が

不十分な患者 

9. 財政支援基準を満たして

いない 

10. 特別な事情がある 

11. 最高財務責任者または被

指定人が減額の適用を

承認した 

12. 患者が通常の財政支援

基準を満たさなかった理

由を含み、CMCはこの決

定を文書化する 

CMCで提供した対象サー

ビスの減額前の請求額の全

額または一部を免除 

2. 世帯所得の計算：患者に財政支援の受給資格があるかどうかを決定するため、CMCはま

ず、患者の世帯所得を以下のように計算します。 

a. 世帯所得の証明：患者が所得の証明に提出する書類は最近の給与明細または確

定申告書のみとします。患者の世帯所得は、最近の給与明細または所得税申告

書に示される過去 12カ月間または前課税年度の家族全員の年間収入合計から

扶助料と養育費を引いた額です。 

b. 死亡患者の世帯所得の計算：生存配偶者がいない場合、死亡患者は、世帯所得

の計算上、無収入とみなすことができます。死亡患者の所得証明書類は不要です

が、遺産証明書類が必要な場合があります。生存配偶者は、財政支援を申請する

ことができます。 

3. FPLの割合としての世帯所得の計算：患者の世帯所得を判定した後、CMCは、FPLと比

較した患者の世帯所得水準を FPLのパーセントで算出します。例えば、3人家族の FPLが

2万ドルで患者の世帯所得が 6万ドルの場合、CMCは、患者の世帯所得を FPLの 300%

と計算します。この計算は、患者が財政支援の受給資格を満たしているかを判断する目的

で使用されます。 



4. 財政支援の例外／受給資格剥奪：以下のような場合、本規程により財政支援を受けること

はできません。 

 . Medi-Cal（一部費用負担）加入の患者：一部費用負担の Medi-Cal患者は、自己負担額を

減らすために財政支援を申請することはできません。CMCはこの部分について患者から支

払いを求めます。 

a. 患者が対象サービスを辞退した場合：保険に加入しており、契約している保険適

用外のサービスを希望する患者（CMCネットワーク外のサービスを希望する

HMO患者、または CMCから保険で特定されているネットワーク施設への移転を

拒否する患者など）は、財政支援を受けることはできません。 

b. 保険加入患者が第三者支払機関に非協力的な場合：第三者支払機関の支払い

義務を判断するにあたって必要な情報提供を患者が怠ったために、サービスに対

する支払いを拒否した第三者支払機関の保険に加入している患者は財政支援を

受けることはできません。 

c. 支払者が直接患者に支払った場合：患者がサービスに対する支払いを補償、メ

ディケア・サプリメント、あるいはその他の支払人から直接受ける場合、当該患者

は財政支援を受けることはできません。 

d. 虚偽の情報：CMCは、受給資格判断の申請書の所得、家族構成、その他の情報

に虚偽がある場合、患者への財政支援を拒否することができます。 

e. 第三者からの回収：患者の負傷の原因となる第三者による不法行為に対する和

解金または判決を受けた場合、患者は、その和解金または判決額を患者負担額

の支払いに当てなければならず、財政支援を受けることはできません。 

f. 専門（医）サービス：麻酔医、放射線医、ホスピタリスト（病棟総合医）、病理医など

の医師によるサービスは本規程に含まれません。例外のすべては、付属資料 A

に規定されています。医師の多くは、患者が無料または減額医療を申請できる、

慈善医療規程を設けています。医師の慈善医療規程に関する情報は、担当医師

から入手してください。 

B. 申請手続き 

1. CMCは、CMCが患者に施した医療費用の全額または一部が民間または公的機関の健康

保険により負担されるかどうかに関する情報を、患者またはその代理人から得るために、あ

らゆる合理的な努力を払います。患者が病院サービスの請求額を支払えないことが明らか

になった場合はいつでも、財政支援の対象となるかの審査が行われます。保険未加入患者

とみなされるためには、患者または患者の保証人が、請求額を負担または減額しうる保険

または公的プログラムの受給権利について一切認知していないことを立証しなければなりま

せん。 

2. すべての患者は、（まだしていない場合は）公的プログラム援助の受給資格があるかどうか

調べることが奨励されます。患者が第三者支払機関による填補がないと指摘した場合、ま

たは財政支援を要求した場合、CMCは、患者に Medi-Calプログラムその他の公的資金プ

ログラムへの申込書を提供します。 

3. 患者は、所得と医療給付内容を証明する書類を CMCに提供するためにあらゆる合理的な

努力をする義務があります。 

4. 財政支援の申請を希望する患者は、CMCの標準申請書「財政支援申請書」を使用してくだ

さい。 

5. 患者は、財政支援申請書の記入作業の支援を要請できます。付属資料 Cに記載されてい

る CMC所在地まで出向くか、（559）459-2998まで電話で入退院（Admitting）部にお尋ねく

ださい。 

6. 財政支援申請書は、付属資料 Cに記載の CMC所在地に出向くか、郵送、または CMCの

ウェブサイト（www.communitymedical.org）でも入手できます。 

http://forum.cmcinet.org/departments/nursingforum/Documents/P%20and%20P%20Documents/Application%20for%20Financial%20Assistance.pdf
http://forum.cmcinet.org/departments/nursingforum/Documents/P%20and%20P%20Documents/Financial%20Assistance%20Policy%20(Locations).pdf
http://www.communitymedical.org/


7. 患者は、CMCで治療を受けたら、できるだけ早く財政支援申請書をの記入を済ませてくださ

い。申請書に記入漏れがあったり、退院日から 180日以内に提出しない場合は、財政支援

が却下されることがあります。 

8. 財政支援申請書は Community Medical Centers, Patient Financial Services 

Department, P.O.Box 1232, Fresno, CA 93715, Attn: Financial Assistance Application

宛に送付してください。 

C. 財政支援の判定 

1. CMCは、すべての財政支援申請書を検討して、患者が上記に規定した受給資格を満たし

ている場合、財政支援金を給付します。 

2. 受給資格プロセスの一環として入手した所得または資産関係の情報は代金集金用のファイ

ルとは別に管理するものとし、代金集金プロセスでは見直さないものとします。 

3. 患者が所得または健康保険内容書類を提出しなかったが、必要書類が欠如していても合理

的に判断できる場合、CMCは、既知の情報に基づいて判断を下すものとします。患者が、

所得に関する書類や健康保険内容書類など、合理的で必要な情報を提出しなかった場合、

CMCは、財政支援受給資格の判断にあたって書類の未提出を考慮します。 

4. 患者は、公的プログラム援助にも申し込むことができます。 

 . CMCは、患者がいずれかの公的その他の援助を受ける資格があるか、または患者が

California Health Benefit Exchange（すなわち Covered California）で保険プランに加入す

る資格があるかどうかを判断できるよう支援します。 

a. 財政支援申請と同時期に別の健康保険プログラムに申請する、または申請審査

中である場合、別の健康保険プログラムへの申請は、財政支援の受給資格を妨

げるものではありません。 

5. 申請書は直ちに審査されます。CMCは、申請書受領から 45日以内に受給資格判断を完

了します。保険その他の支払い源からの支払いが保留となっている場合は、申請書は完成

しているとみなされません。 

6. 全額慈善医療、部分慈善医療、高額医療慈善医療、および特別事情慈善医療の判定が下

されると、CMCの判定を知らせる「通知票」（付属資料 D）が各申請者に送付されます。 

7. 本規程に従い承認されたが、当初の申請・承認プロセスの後に第三者支払機関を理由に受

給資格がないと判断された場合、請求額は復活し、CMCは、患者の医療費の支払いを確

保するために第三者支払機関に請求を行います。後日第三者支払機関に患者請求額の負

担責任がないと判断された場合、財政評価書類の再提出という条件なしに患者の受給資格

は復活します。 

8. 患者に財政支援を受ける資格があると判断されると、病院が患者宛てに通知票を発行して

から 6カ月間、財政支援を受けられるものとされます。患者は、1年後に財政支援を再申請

する必要があります。 

9. 財政支援判定により給付額が請求額を超過した場合は、差額の払い戻しには、衛生および

健康・安全法（Health and Safety Code）第 127400条に準じた法定利率（年利 10%）で、

患者の支払日から超過支払い分にかかる利息を含めるものとします。ただし、CMCは利息

を含め$5.00未満の余剰分を払い戻す義務を負いません。 

D. 異議 

1. 患者は、異議を提起する事由となる通知を受理してから 30日以内に、患者財政支援サー

ビス（Patient Financial Services）に異議の根拠と希望する救済を通知することで、CMCに

よる財政支援拒否判定の見直しを求めることができます。患者は、患者財政支援サービス

に電話（（559）459-3939）をして口頭で、または Community Medical Centers, Patient 

Financial Services Department, P.O. Box. 1232, Fresno, CA 93715まで上記を説明し

た書面を郵送して伝える事もできます。患者財政支援サービスは患者の異議をできるだけ

早く検討し、決定内容を書面で連絡します。 

E. 財政支援情報の入手方法 

1. 言語：本規程は CMCサービスエリアで使用される第一言語で入手できるものとします。さら

に、該当する連邦および州の法規に従い、本部署で提供される通知／通信は、病院のサー

http://forum.cmcinet.org/departments/nursingforum/Documents/P%20and%20P%20Documents/Notification%20Form.pdf


ビスエリアで使用される第一言語で提供するものとします。CMCサービスエリアで使用され

る第一言語とは、CMCが医療を提供する地域もしくは CMCの影響を受けたり CMCと接

触のある人口数の 1,000人か 5％のどちらか少ない方の人々が話す言語です。CMCは、

合理的な方法で、英語能力が限られる CMC患者または CMCの影響を受けるもしくは

CMCに遭遇する人の割合または人数を把握することができます。 

2. 病院サービス提供中に患者に提供される情報： 

 . 入院前または受け付け時：入院前または受け付け時（または実行可能な範囲でその後でき

るだけ速やかに）に、CMCは、患者全員に、サービスに対する負担額の見積もりを請求す

る権利、さらに財政支援申請をサポートしている場所を記載した、財政支援規程を平易な言

葉で説明した要約（付属資料 E）を提供します。 

a. 救急救命サービス：救急救命サービスの場合、CMCは、患者が救急医療を要す

る状態からの回復後または退院時に、実行可能な範囲でできるだけ速やかに財

政支援規程を平易な言葉で説明した要約を患者全員に提供します。 

b. 退院時に提供される申請書：退院時に CMCは患者全員に財政支援規程の平易

な言葉による要約（付属資料 E）を、また保険未加入患者には Medi-Calとカリ

フォルニア・チルドレンズ・サービス（California Children’s Services）その他該当

する可能性のある公的プログラムの申込書を提供します。 

3. 上記以外のときに患者に提供される情報： 

 . 問い合わせ先：患者は、CMCの入退院部まで電話（（559）459-2998）または付属資料 C

に記載された各所在地に出向いて、財政支援に関する詳しい情報を尋ねたり、申請手続き

の手助けを受けることができます。 

a. 請求明細書：CMCは、本規程の請求および集金規程に基づき患者に請求を行い

ます。患者宛の請求明細書には、財政支援規程を平易な言葉で説明した要約「請

求に関する重要なお知らせ」（付属資料 E）、財政支援についての問い合わせ電

話番号、ならびに財政支援規程、同規程の平易な言葉による要約、および財政支

援申請書を含む、財政支援の詳細情報が書かれたウェブサイトのアドレスを含め

るものとします。付属資料 Fに含まれる患者の法的権利の要約も患者宛の最終

請求明細書に含めます。 

b. 要望により提供：CMCは、患者の要望に応じて、財政支援規程、財政支援申請書、

財政支援規程を平易な言葉で説明した要約の印刷物を無料で提供します。 

4. 財政支援情報の公開： 

 . 患者に提供する書類：CMCは、入院または退院手続きの一環として、財政支援規程を平易

な言葉で説明した要約の印刷物を患者に提供します。 

a. 請求明細書の通知：CMCは、CMCの財政支援規程に基づく財政支援の存在が

はっきりと記載された通知を請求明細書に記載します。これには財政支援規程、

財政支援規程を平易な言葉で説明した要約、および財政支援申請書を直接入手

できるウェブサイトアドレス、ならびに財政支援規程詳細の問い合わせ用と申請手

続き支援を得られる入退院部の電話番号などが含まれます。 

b. 一般公衆への掲示：CMCは、はっきりと分かる形で、少なくとも CMCの救急救命

室と入退院エリアなどの公共の場所で一般向けの掲示（または合理的に患者の

注意を引くと考えられるその他の方策）を用意し、患者に本規程を通知および案内

します。 

c. ウェブサイト：財政支援規程、財政支援申請書、財政支援規程を平易な言葉で説

明した要約は CMCウェブサイト（www.communitymedical.org）の目立つ場所に

表示して、入手できるようにします。財政支援に関する情報を求める場合、財政支

援情報を入手するためにアカウントを作成したり、個人情報を提供する必要はあり

ません。 

d. 郵送：患者は、財政支援規程、財政支援申請書、財政支援規程を平易な言葉で説

明した要約の印刷物の無料郵送を請求できます。 
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e. 広告／プレスリリース：CMCは、必要に応じて、CMCが医療を提供している地域

の主要新聞に、CMCで財政支援を提供しているという広告を掲載します。これが

実用的でない場合、CMCは当該情報を含むプレスリリースを発行するか、担当地

域で影響を受ける患者に広くこの規程の利用を周知させることができると CMCが

結論づけたその他の手段を使用します。 

F. 雑則 

1. 記録保管：財政支援関連記録は容易にアクセスできるようにしておかなければなりません。

CMCは、CMCのサービスを受けた保険未加入患者数、完了した財政支援申請書数、承認

数、推定給付額、申請却下数、および却下理由に関する情報を保管しなければなりません。

さらに、患者の財政支援承認または却下に関する注記は患者のアカウントに入力します。 

2. 支払いプラン：患者は、支払いプランを利用できます。支払いプランは、CMCの請求および

集金規程に基づき提供・協議を行います。 

3. 請求と集金：CMCは、患者に支払いを行ってもらうために、合理的な集金努力を行うことが

できます。CMC、CMCが提携する集金業者のいずれも、財政支援申請プロセスで収集さ

れた情報を集金プロセスで使用することはできません。一般的な集金活動には、患者明細

書の発行、電話、患者または保証人に送付された明細書の送致を含めることができます。

提携（Affiliates）部および収益サイクル（Revenue Cycle）部は、患者からの請求書に関す

る質問と苦情をもれなく調査して適宜訂正し、速やかに患者をフォローアップする手続きを

開発しなければなりません。CMCも CMCが提携する集金業者のいずれも、（CMC請求及

び集金規程に定義された）特別な集金を行うことは一切ありません。CMCの請求および集

金規程は、CMCのウェブサイト（www.communitymedical.org）から無料で入手できます。 

4. OSHPDへの提出：CMCは、財政支援規程を Office of Statewide Planning and 

Healthcare Development（「OSHPD」）に提出します。諸規程は OSHPDウェブサイト、

https://syfphr.oshpd.ca.gov/で閲覧することができます。 

G. 一般請求額（AGB）： 

1. CMCは、アメリカ内国歳入法第 1.501条(r)(5)項に準じて、一般請求額についてメディケア

の定額方式を採用します。財政支援の受給資格がある患者の場合、一般請求額を超えた

金額を負担する責任はありません。 

http://www.communitymedical.org/
https://syfphr.oshpd.ca.gov/
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